
各専門部会の委員（案） 

 

◎ 権利擁護専門部会 

本会委員 12 名 

石渡 勉 

岩下 恵美子 

岩本 治 

大井 真基子 

 

小田 多佳子 

北川 秀則 

北村 和孝 

愼 英弘 

種橋 征子 

辻本 伊公子 

西浦 由夏 

萩原 敦子 

大阪弁護士会 

特定非営利活動法人日本マルファン協会 大阪支部長 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 

一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者（児）を守る会 

副会長 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 

堺公共職業安定所  所長 

堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

ビッグ・アイ共働機構国際障害者交流センター 館長 

関西大学 人間健康学部 准教授 

堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

大阪府立堺支援学校 校長 

総合相談情報センター 所長 

 

 

 

◎ 障害児支援専門部会 

本会委員 8 名 

稲垣 勝弘 

小田 多佳子 

木曽 陽子 

中川 元 

西浦 由夏 

萩原 敦子 

藤原 昌子 

𠮷田 伸哉 

北こどもリハビリテーションセンター第 2 もず園 園長 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 

大阪公立大学 現代システム科学域 教育福祉学類 准教授 

耳原総合病院小児科医師 

大阪府立堺支援学校 校長 

総合相談情報センター 所長 

堺市社会福祉施設協議会 

大阪府立堺聴覚支援学校 校長 

 

 

  

資料５ 



◎ 発達障害者支援専門部会 

本会委員 10 名 

小田 多佳子 

小田 浩伸 

北川 秀則 

舘野 菜津子 

中川 元 

萩原 敦子 

藤原 昌子 

毛利 育子 

 

山田 摩利子 

吉川 征延 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 

大阪大谷大学 教育学部 教授 

堺公共職業安定所  所長 

堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」 センター長代理 

耳原総合病院小児科医師 

総合相談情報センター 所長 

堺市社会福祉施設協議会 

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大

学 連合小児発達学研究科 准教授 

一般社団法人堺市医師会（医療法人杏和会 阪南病院） 

堺市発達障害者支援センター 所長 

 

 

◎ 計画策定専門部会 

本会委員 14 名 

岩下 恵美子 

岩本 治 

大井 真基子 

 

大石 雅 

小田 多佳子 

北村 和孝 

河野 直明 

舘野 菜津子 

種橋 征子 

西尾 薫 

萩原 敦子 

藤原 昌子 

松端 克文 

森 哲仁 

特定非営利活動法人日本マルファン協会 大阪支部長 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 

一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者（児）を守る会 

副会長 

堺精神障害者地域支援連絡協議会 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 

堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

堺障害フォーラム 代表 

堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」 センター長代理 

関西大学 人間健康学部 准教授 

社会福祉法人堺市社会福祉協議会 理事  

総合相談情報センター 所長 

堺市社会福祉施設協議会 

武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 教授  

堺脳損傷協会 会長 

 

  



◎ 仮称）地域で障害者やその家族等を支える相談支援体制のあり方専門部会 

本会委員 11 名 

稲垣 勝弘 

大石 雅 

小田 多佳子 

北村 和孝 

河野 直明 

舘野 菜津子 

辻本 伊公子 

萩原 敦子 

藤原 昌子 

松端 克文 

吉川 征延 

北こどもリハビリテーションセンター第 2 もず園 園長 

堺精神障害者地域支援連絡協議会 

特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 

堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

堺障害フォーラム 代表 

堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」 センター長代理 

堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

総合相談情報センター 所長 

堺市社会福祉施設協議会 

武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 教授  

堺市発達障害者支援センター 所長 

 

◎ 日中サービス支援型グループホーム専門部会 

本会委員 ４名 

石渡 勉 

西尾 薫 

萩原 敦子 

松端 克文 

大阪弁護士会 

社会福祉法人堺市社会福祉協議会 理事  

総合相談情報センター 所長 

武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 教授  

 

 

● 臨時委員の設置について 

臨時委員は、「特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるとき」に、置くことができるとされ

ている。（堺市障害者施策推進協議会条例第 7条第 1項） 

今後、計画策定に加え、地域で障害者やその家族等を支える相談支援体制のあり方についても、調査及

び審議を行うため、臨時委員を設置する予定としている。 

具体的には、5 名程度を設置する予定であり、本会議終了後、各種関係団体に委員選出の依頼を行い、

「計画策定専門部会」、「（仮称）地域で障害者やその家族等を支える相談支援体制のあり方専門部会」

を中心に、各専門部会に参画いただく予定としている。 


